
【お申込み・お問い合わせ】
チラシの裏面にある、申込書に必要事項をご記入の上 FAXまたは郵送にて
お申し込み下さい。不明な点は坂戸市商工会までお問いあわせ下さい。

坂 戸 市 商 工 会
〒350-0229 埼玉県坂戸市薬師町31－3

TEL 049－282－1331（代）
FAX 049－282－1302

［E-mail］ info@sakado.or.jp 　［URL］ http://www.sakado.or.jp
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北坂戸駅より徒歩7分、公共交通機関をご利用下さい。

定員20名
（先着順）

申込期限8月31日（木）
　　　　17：00まで会 場　坂戸市商工会2階会議室

第９回

創
業
塾

参加費無料

　「創業は難しいのではないか」と不安がある方も多くいます。
　確かに、創業は誰でもできる、簡単だ、安全だとは言い切れません。だから必要な知識
やノウハウを得て、計画を立てて、創業することで、その不安やリスクは大きく減らす
ことができます。この創業塾において、実践的な経営ノウハウを手に入れましょう！

令和5年創業塾開催日程表

9　月 10 月

創業塾の時間は全日程が午前9時30分～11時30分になります

㊐３日
㊐１日

㊐10日 ㊐17日 ㊐24日

・自分の好きなことで生活の糧を得たい・社会や地域に役立ちたい・自由に働きたい
そんな希望を叶える創業を地域や社会は待ち望んでいます。



フリガナ

参加者名

住　　所

予定業種
内　　容

電話番号

FAX番号

生年月日 昭和 ・ 平成　　　　年　　月　　日
創業予定
時　　期

創業予定
業　　種

歳 －　　　　－

－　　　　－
〒　　　－

□創業済　□予定（令和　　年　　月）　□未定
※創業済み・予定の商号：

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、ご支援の目的以外には使用いたしません。

坂 戸 市 商 工 会 〒350-0229 埼玉県坂戸市薬師町31－3
TEL 049－282－1331（代）
FAX 049－282－1302［E-mail］ info@sakado.or.jp 　［URL］ http://www.sakado.or.jp

下記ご記入の上、郵送またはFAXでお申し込み下さい。詳細は電話にてお問い合せ下さい。
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日　　　　時 講　　師科　目内　　　　　容

経営、
人材育成

経営、
商品開発、
販路開拓、
人材育成

経営、財務

財務

■起業のポイントと事業家の心構え
・成功する起業家の条件とは
・あなたならではの事業の種をつくる
　～講義/事例研究/演習～

■繁盛の仕組みを創る！！
・顧客がいるから事業が成り立つ！
　先ずは誰に買って貰うのかをイメージする
・魅力ある商品を開発する
・新規開拓からリピート化までの流れをつくる
　～講義/事例研究/演習をつうじて、その勘所を修得して
　いきます。

■事業計画書をつくる
・事業を形にする（事業計画書）　
・経営に必要なお金の知識（財務計画）
　～講義/事例/演習～

・創業時の資金計画の立て方
　～創業資金の調達方法、資金の管理方法～
・開業体験談～創業体験者～　　

※進捗状況により内容が前後する場合
　がございます。

　自分の経験やスキルを活かしたい。自分らしさを大切にしながら社会や地域に貢献したい。
自身の裁量でビジネスに取り組んでみたい。
　そんな可能性の扉を開く選択肢の一つが”創業”と言えます。とは言え、創業すれば必ず
成功するとは断言できません。だからこそ、必要な知識やノウハウを習得すること、具体的
な計画を立てる、適切な相談相手を作る、といった事前準備が必要です。
　事前準備をすることで創業のリスクと機会損失を大きく減らすことができます。この創業
塾で可能性の扉を一緒に拓いて参りましょう！！　

９月 ３日（日）
9：30～ 11：30

９月１0日（日）
9：30～ 11：30

９月17日（日）
9：30～ 11：30

９月２4日（日）
9：30～ 11：30

10月 1日（日）
9：30～ 11：30

中小企業診断士：
山 田 主 規

中小企業診断士：
山 田 主 規

中小企業診断士：
山 田 主 規

中小企業診断士：
村 岡 　 滋

申 込 み
問 合 せ

　本事業は、産業競争力強化支援法に基づく
「創業支援事業」として実施いたします。
　本事業の８割以上の講義を受講した方には
「修了証」を交付いたします。本事業受講者
は、坂戸市「創業補助事業」の対象として認定さ
れ坂戸市創業補助事業対象者となりますが、本事
業を修了しなければ、創業補助金採択資格は得
られません。
※受講後にアンケート調査を実施させて頂く場
合がございます。

【講師プロフィール】

やまだ　　かずのり

山田 　主規
むらおか　　しげる

村岡　　滋

日本政策金融
公庫川越支店
他

・経済産業省登録 中小企業診断士
・日本コーチ協会登録ビジネスコーチ
・中小企業大学校非常勤講師
・埼玉県中小企業振興公社専門指導員
・埼玉県商工会連合会専門指導員

・経済産業省登録 中小企業診断士
・中小企業庁 埼玉県よろず支援
　拠点 サブコーディネーター
・埼玉県産業振興公社 登録専門家
・知的財産管理技能士３級


